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総務省自治行政局公務員部福利課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

児童扶養手当と公的年金等の適切な併給調整のための更なる周知について（依頼） 

 

 児童扶養手当受給者が公的年金等を受給する場合には、地方公共団体が児童扶養手当にお

いて併給調整を行うため、受給者から地方公共団体への手続が必要とされています。 

 この点について、令和７年の地方分権改革に関する提案募集において、地方公共団体への

手続が必要であることが受給者に十分認識されていないため、速やかに手続がなされず、事

後的に多額の手当の返還が生じ、受給者及び地方公共団体の負担が大きくなっているという

支障事例を挙げ、年金実施機関における分かりやすい説明を求める提案（以下「本提案」と

いう。）（別添１）があり、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年 12 月

23 日閣議決定）において、「児童扶養手当の受給者が公的年金等の受給を開始した場合につい

ては、地方公共団体が併給調整（13 条の２）を行う必要があるため、受給者から地方公共団

体へ速やかに手続がなされるよう、適切な併給調整を行うための更なる周知方法について、

関係府省庁の間で協議し、令和７年度以降に順次年金実施機関で周知する。」（別添２）とさ

れました。 

 今般、当該閣議決定を踏まえ、児童扶養手当を所管するこども家庭庁から、「児童扶養手当

と公的年金等の適切な併給調整のための更なる周知に係る年金実施機関への依頼について

（依頼）」（以下「こども家庭庁の周知依頼」という。）（別添３）が発出されました。つきまし

ては、下記のとおりご対応をお願いいたします。 

 また、全国市町村職員共済組合連合会におかれましては、この旨を構成組合に周知いただ

くようお願いします。 

 

 

 

殿 



記 

 

１ 地方公務員共済組合（以下「組合」という。）から送付する障害基礎年金・障害厚生年金

の年金請求書及び関係書類に、こども家庭庁からの周知依頼に添付されているチラシを同

封すること。 

 

２ 組合の組合員向けホームページ等において、こども家庭庁からの周知依頼に添付されて

いるチラシを掲載すること。 

 

総務省自治行政局公務員部福利課企画係 

電話：03-5253-5557（直通） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１ 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○令和７年の地方からの提案等に関する対応方針（令和７年 12月 23日閣議決定）抜粋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



こ 支 家 第 1 3 号 

令和８年１月 15日 

総務省自治行政局公務員部福利課長 

財 務 省 主 計 局 給 与 共 済 課 長 

文部科学省高等教育局私学部私学行政課長 

厚 生 労 働 省 年 金 局 事 業 管 理 課 長

こども家庭庁支援局家庭福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

児童扶養手当と公的年金等の適切な併給調整のための更なる周知に係る 

年金実施機関への依頼について（依頼） 

平素より、子育て支援施策に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和７年 12月 23日

閣議決定）において、「児童扶養手当の受給者が公的年金等の受給を開始した場

合については、地方公共団体が併給調整（13 条の２）を行う必要があるため、

受給者から地方公共団体へ速やかに手続がなされるよう、適切な併給調整を行

うための更なる周知方法について、関係府省庁の間で協議し、令和７年度以降に

順次年金実施機関で周知する」こととされました。 

提案においては、児童扶養手当受給者等が公的年金等を受給する場合には、

地方公共団体が児童扶養手当において併給調整を行う必要があるため、受給者

から地方公共団体への手続が必要であるところ、受給者に手続が必要であるこ

との認識がされていないため速やかに手続がなされず、事後的に多額の手当の

返還が生じ、受給者及び地方公共団体の負担が大きいという支障事例が挙げら

れております。 

 そのため、受給者から地方公共団体へ速やかに手続がなされるよう年金実施

機関において更なる周知を行うことについて、各関係省庁から各年金実施機関

へ依頼いただきますようお願いします。なお、年金実施機関で活用が可能なチ

ラシを別添のとおり作成しているため、必要に応じてご活用ください。

殿 

（問い合わせ先） 

こども家庭庁支援局家庭福祉課 扶養手当係 

TEL：03-6859-0184 

E-mail：kateifukushi.fuyouteate@cfa.go.jp

mailto:kateifukushi.fuyouteate@cfa.go.jp


詳しくは、お住まいの市区町村の児童扶養手当担当窓口へお問い合わせください。

【大切なお知らせ】

 児童扶養手当を受給されている皆さまへ

    「児童扶養手当」と「公的年金等」の
両方を受給する場合は、手続きが必要です！

公的年金等＊ を受給する場合、児童扶養手当額の全部
または一部を受給することができません。

     (＊) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

● 障害年金を受給している方
障害年金の「子の加算部分」の額が児童扶養手当より低い場合、
差額分が児童扶養手当として支給されます。

● 障害年金以外の公的年金を受給している方
年金額が児童扶養手当額より低い場合、
差額分が児童扶養手当として支給されます。

そのため、以下の手続きを必ず行ってください

● 公的年金等を新たに受給する場合
→ 速やかにお住まいの市区町村にお問い合わせください。

必要な手続き  以下の書類をご持参の上、お住まいの市区町村の児童扶養手当
 窓口にお越しください。

 ・公的年金給付等受給状況届
 ・公的年金給付等受給証明書（年金証書、年金決定通知書でも可）

                                              
● 公的年金等が過去に遡って給付される場合や、

 公的年金を受給し、市区町村への手続きが遅れた場合
→ 過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合が

あります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。




